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明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
社
則

五
二
　
　
（
一
五
三
八
）
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明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
社
則

手

塚

豊
昆

解

題

　
明
治
八
年
、
徳
島
の
自
由
民
権
政
社
の
自
助
社
が
出
版
し
た
「
通
諭
書
」

が
、
朝
憲
素
乱
に
該
当
す
る
と
さ
れ
、
国
事
犯
の
罪
名
で
、
同
社
の
幹
部
四
名

が
大
審
院
で
処
罰
さ
れ
た
の
が
、
世
に
言
う
自
助
社
の
通
諭
書
事
件
で
あ
る
。

そ
れ
は
徳
島
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
に
お
い
て
、
最
大
の
出
来
事
で
あ
つ

た
Q　

最
近
、
私
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
二
つ
の
拙
論
を
発
表
し
た
。
そ
の
一
つ

は
「
阿
波
自
助
社
『
通
諭
書
』
事
件
裁
判
関
係
史
料
」
　
（
本
誌
第
五
＋
五
巻
八
号

　
　
　
　
（
1
）

所
載
）
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
「
阿
波
自
助
社
『
通
諭
書
』
事
件
と
、
そ
の
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

判
」
　
（
手
塚
編
「
近
代
日
本
史
の
新
研
究
豆
」
に
所
収
）
で
あ
る
。
前
者
は
大
審
院

に
お
け
る
裁
判
関
係
史
料
の
覆
刻
、
紹
介
で
あ
り
、
後
者
は
、
主
と
し
て
大
審

院
に
お
け
る
裁
判
そ
の
も
の
の
考
察
、
検
討
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
両
者

共
に
自
助
社
そ
れ
自
体
を
、
研
究
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私

は
と
く
に
後
者
の
拙
稿
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
徳
島
に
お
い
て
も
、
知
ら
れ
て

い
な
か
つ
た
自
助
社
関
係
の
二
、
三
の
新
史
料
を
挙
示
す
る
こ
と
な
ど
に
よ

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

り
、
自
助
社
そ
の
も
の
の
研
究
も
、
多
少
と
も
進
展
さ
せ
る
こ
と
を
心
掛
け
た

積
り
で
い
る
。

　
そ
れ
ら
両
拙
稿
を
執
筆
し
た
当
時
、
私
が
是
非
み
た
い
と
思
つ
た
史
料
の
一

つ
に
、
自
助
社
の
社
則
が
あ
つ
た
。
そ
の
内
容
が
わ
か
れ
ば
、
自
助
社
が
ど
の

よ
う
な
組
織
で
、
当
面
、
何
を
活
動
の
目
標
と
し
て
発
足
し
た
か
が
、
具
体
的

に
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
徳
島
に
お
い
て
も
い
ま
以
て
発
見
さ
れ

て
い
な
い
同
社
の
社
則
を
、
現
地
に
居
な
い
私
が
発
掘
で
き
る
筈
は
な
い
と
思

い
、
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
近
、
私
は
全
く
思
い
が
け
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
社
則
を
知

る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
私
が
別
件
の
調
査
で
披
見
中
の
「
太
政
類
典
」
（
国
立
公



文
館
蔵
）
第
二
編
の
民
法
部
門
の
公
文
書
の
中
に
、
自
助
社
の
社
則
が
混
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
を
み
た
一
瞬
、
私
は
わ
が
目
を
疑
い
、
思
わ
ず

息
を
呑
ん
だ
。
そ
れ
は
余
り
に
も
意
外
な
個
所
で
の
発
見
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ

る
o　

自
助
社
総
代
井
上
高
格
か
ら
名
東
県
へ
上
申
さ
れ
た
社
則
は
、
同
県
か
ら
内

務
省
に
送
ら
れ
、
さ
ら
に
同
省
か
ら
政
府
へ
達
し
た
。
「
太
政
類
典
」
の
編
者

は
、
そ
の
社
則
を
民
事
法
上
の
団
体
規
則
と
考
え
、
　
「
民
法
・
財
産
・
会
社
」

の
部
門
に
収
録
し
た
も
の
と
、
推
察
さ
れ
る
。

　
自
助
社
社
則
の
類
の
発
見
は
、
自
助
社
に
関
す
る
研
究
を
、
一
歩
も
二
歩
も

前
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
覆
刻
、

紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
「
太
政
類
典
」
所
載
の
自
助
社
社
則
関
係
の
文
書
は
、
内
務
省
か
ら
政
府
へ

の
上
陳
書
（
明
治
八
年
七
月
九
日
）
、
名
東
県
か
ら
内
務
省
へ
の
伺
書
（
明
治
八
年

三
月
二
＋
八
日
）
、
お
よ
び
自
助
社
総
代
井
上
高
格
か
ら
名
東
県
庁
へ
の
願
書

（
明
治
八
年
一
月
）
と
、
そ
れ
に
添
付
さ
れ
た
自
助
社
の
社
則
の
類
で
、
そ
の
中
に

「
結
社
大
意
」
、
「
自
助
社
法
則
」
全
七
力
条
、
「
会
議
条
例
」
全
九
力
条
、
「
法

律
講
究
所
規
則
」
全
十
力
条
、
コ
般
規
則
」
全
四
力
条
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
井
上
の
願
書
、
名
東
県
の
伺
、
内
務
省
の
上
申
な
ど
か
ら
判
明
す
る

こ
と
は
、
明
治
八
年
一
月
、
井
上
が
名
東
県
へ
提
出
し
た
社
則
に
関
す
る
願
書

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
、
同
県
は
約
三
ヵ
月
後
の
三
月
二
十
八
日
に
内
務
省
に
提
出
し
て
指
示
を
求

め
た
と
こ
ろ
、
同
省
は
「
法
則
」
の
内
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
は
「
行

政
上
」
「
不
都
合
」
と
の
理
由
か
ら
削
除
を
命
じ
て
名
東
県
へ
指
示
し
た
こ

と
、
そ
し
て
又
、
そ
の
旨
を
七
月
九
日
に
、
内
務
省
が
政
府
に
上
申
し
た
こ
と

　
　
　
明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
，
社
則

で
あ
る
。
し
か
し
、
内
務
省
か
ら
名
東
県
へ
の
指
令
文
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
残
念
な
が
ら
正
確
な
内
容
と
日
附
も
わ
か
ら
な
い
。

　
自
助
社
が
名
東
県
の
許
可
を
得
て
発
足
し
た
の
は
、
明
治
七
年
八
月
で
あ
る

（
5
）

が
、
そ
の
代
表
の
井
上
が
、
社
則
を
届
出
た
の
は
翌
八
年
一
月
で
あ
り
、
そ
の

間
、
約
五
ヵ
月
間
の
空
白
が
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
後
ち
に
社
則
の
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
具
体
的
な
活
動
、
例
え

ぽ
法
律
講
究
所
の
事
業
は
、
す
で
に
早
く
九
月
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

こ
と
は
、
通
諭
書
事
件
裁
判
の
折
、
新
居
敦
次
郎
の
大
審
院
に
お
け
る
口
供
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
次
の
記
事
に
よ
つ
て
判
明
す
る
。

　
　
　
明
治
七
年
九
月
中
同
県
平
民
賀
川
純
一
宅
ニ
テ
相
開
キ
第
一
新
律
綱
領

　
　
改
定
律
例
憲
法
類
編
其
他
仏
国
民
法
英
国
法
律
書
等
モ
研
究
セ
ン
為
メ
毎

　
　
月
一
六
ヲ
除
ク
ノ
外
毎
日
午
前
第
八
時
ヨ
リ
午
后
四
時
迄
会
読
致
シ
云
々

　
こ
の
記
述
は
、
「
法
律
講
究
所
規
則
」
第
一
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

1
時
間
割
は
若
干
相
違
し
て
い
る
が
ー
す
で
に
早
く
開
始
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
物
語
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
ま
た
、
新
居
は
さ
ら
に
口
供
書
に
お
い
て
、

　
　
　
議
事
等
モ
致
シ
候
右
集
会
ノ
義
ハ
県
庁
に
於
テ
嫌
疑
モ
有
之
由
承
り
候

　
　
二
付
発
会
前
該
庁
ヘ
モ
届
ノ
上
相
開
キ
申
候

　
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
　
「
会
議
条
例
」
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
な
社
員
会
議

も
、
す
で
に
九
月
頃
か
ら
開
か
れ
て
い
た
と
み
て
い
い
。

　
要
す
る
に
、
九
月
頃
か
ら
実
際
に
社
内
で
実
行
し
て
い
た
こ
と
を
、
社
則
に

ま
と
め
て
、
翌
八
年
一
月
、
井
上
が
名
東
県
へ
届
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
前
述
の
新
居
口
供
書
に
あ
る
ご
と
く
、
法
律
講
究
所
は
、
七
年
九
月
か
ら
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
（
一
五
三
九
）
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明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
、
社
則

川
純
一
宅
で
開
か
れ
て
い
た
が
、
翌
十
月
に
は
、
西
船
場
へ
移
っ
た
。
そ
れ
が

た
め
、
賀
川
は
持
家
の
売
却
広
皆
を
、
十
月
十
一
日
・
徳
島
新
聞
に
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
（
8
）

に
掲
載
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
一
　
建
家
　
三
階
建
　
壱
ケ
処

　
　
　
　
　
　
　
　
但
畳
建
具
並
屋
敷
菜
園
ニ
テ
地
面

　
　
　
　
　
　
　
　
八
畝
共
悉
済

　
　
　
右
ハ
兼
テ
自
助
社
へ
用
立
有
候
処
今
般
西
船
場
へ
転
社
致
最
早
不
用
二

　
　
属
シ
候
二
付
至
急
売
却
仕
度
御
望
ノ
富
客
何
時
ニ
テ
モ
御
来
臨
座
廻
リ
御

　
　
調
査
ノ
上
廉
価
二
御
相
談
仕
度
候
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
島
本
丁
八
十
五
ノ
十
七
番
地
　
　
賀
川
純
一

　
こ
こ
に
云
う
「
西
船
場
」
は
、
井
上
の
願
書
に
あ
る
「
第
一
大
区
二
小
区
船

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

場
町
五
丁
目
七
十
八
番
地
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
井
上
は
、
願
書
の
中
で

「
七
年
八
月
」
「
爾
来
」
、
同
所
で
法
律
講
究
所
と
事
務
所
を
開
い
た
よ
う
に
述

べ
て
い
る
が
、
「
寺
島
本
町
」
の
賀
川
宅
時
代
の
こ
と
は
、
省
略
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
船
場
町
の
建
物
が
、
賀
川
の
私
有
で
あ
つ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
自
助

社
の
持
ち
家
で
あ
つ
た
の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。

　
社
員
会
議
は
、
「
会
議
条
例
」
に
よ
る
と
「
期
成
校
」
を
借
用
し
て
行
う
と

あ
る
が
（
第
一
条
）
、
こ
れ
ま
た
「
会
議
条
例
」
の
制
定
に
先
立
ち
、
す
で
に
期

成
校
で
行
つ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
期
成
校
は
、
師
範
学
校
で
、
城
内
西
の
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

旧
藩
校
長
久
館
跡
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　
「
結
社
の
大
意
」
が
、
社
則
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
に
述
べ

た
。
こ
の
一
文
は
、
こ
れ
ま
で
す
で
に
別
本
に
よ
り
覆
刻
、
紹
介
さ
れ
た
こ
と

が
二
回
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
昭
和
二
十
八
年
、
飯
田
義
資
氏
が
書
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
（
一
五
四
〇
）

「
井
上
高
格
小
伝
」
に
引
用
、
覆
刻
さ
れ
た
も
の
で
、
原
本
は
徳
島
の
吉
田
存

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

一
氏
所
蔵
の
写
本
と
い
う
。
他
の
一
つ
は
、
昭
和
五
十
一
年
出
版
の
「
徳
島
市

史
」
第
二
巻
の
史
料
編
に
覆
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
底
本
は
橋
本
幸
四

　
　
　
　
　
（
1
3
）

郎
氏
所
蔵
本
の
由
、
写
本
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
ま
で
の
徳
島
自
由
民
権
運
動
史

の
研
究
に
利
用
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
ら
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
二
つ
の
「
結
社
ノ
大
意
」
覆
刻
文
と
、
社
則
に
ふ
く
ま
れ
た
そ
れ
を
比

較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
宇
句
の
相
違
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
日
附
は
、
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

田
本
が
「
七
年
甲
戊
九
月
」
橋
本
本
が
「
七
年
九
月
」
と
な
つ
て
い
る
の
に
対

し
、
社
則
本
で
は
「
七
年
八
月
」
と
な
つ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
写
本
の
た
め
、

若
干
の
異
同
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
内
務
省
が
「
法
則
」
の
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
の
削
除
を
名
東
県
へ
指

示
し
た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
井
上
高
格
自
身
も
、
後
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

通
諭
書
事
件
の
際
の
大
審
院
口
供
書
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
八
年
八
月
中
旬
ノ
頃
自
助
社
規
則
及
ヒ
事
務
章
程
ノ
中
三
ケ
条
削
除
候

　
　
様
内
務
省
ノ
命
有
之
候
趣
ヲ
以
テ
県
庁
ヨ
リ
達
シ
有
之
候
二
付
乃
チ
右
三

　
　
ケ
条
ヲ
削
除
シ
以
来
社
員
ヨ
リ
社
名
ヲ
以
テ
新
聞
社
へ
投
書
シ
又
ハ
通
篇

　
　
（
通
諭
書
を
指
す
1
手
塚
註
）
ノ
類
ノ
如
キ
者
二
社
名
ヲ
出
ス
コ
ド
相
成

　
　
サ
ル
ノ
約
束
ヲ
極
メ
之
レ
ヲ
社
則
中
ノ
条
目
二
加
入
シ
差
出
候

　
こ
の
記
事
で
、
　
「
法
則
」
三
力
条
を
削
除
、
修
正
し
た
概
要
は
判
明
す
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
文
言
の
修
正
条
項
を
加
え
た
か
は
、
は
つ
き
り
し
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
削
除
し
た
三
力
条
は
、
自
助
社
の
活
動
に
つ
い
て
最
も
基
本

的
な
重
要
条
項
で
あ
つ
た
筈
、
こ
れ
を
削
除
す
る
こ
と
は
、
自
助
社
の
活
動

を
、
す
く
な
く
と
も
表
面
的
に
は
著
し
く
後
退
さ
せ
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
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否
め
な
い
。
し
か
し
、
内
務
省
の
指
示
で
あ
れ
ば
、
自
助
社
側
と
し
て
は
、
そ

れ
を
う
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
「
法
則
」
三
力
条
削
除
の
問
題
と
、
内
務
省

が
七
等
出
仕
国
貞
廉
平
を
原
職
の
ま
ま
名
東
県
へ
派
遣
し
た
と
い
う
異
例
の
措

置
に
つ
い
て
、
何
か
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
国

貞
の
派
遣
は
八
年
六
月
二
十
五
日
に
発
令
、
彼
は
七
月
七
日
に
徳
島
へ
到
着
し

（
1
7
）た

。
こ
の
時
点
で
は
、
通
諭
書
事
件
は
ま
だ
表
面
化
し
て
は
い
な
い
。
国
貞
が

名
東
県
へ
派
遺
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
私
は
「
自
助
社
に
対
し
て
軟
弱
な
対

応
し
か
行
つ
て
い
な
い
県
当
局
に
対
し
て
政
府
が
つ
よ
い
テ
コ
入
れ
策
を
採
つ

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

た
も
の
と
み
て
い
い
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
推
測
は
い
ま
も
変
ら
な

い
、
し
か
し
、
さ
ら
に
加
う
る
に
自
助
社
「
法
則
」
の
問
題
が
、
国
貞
を
派
遣

し
た
直
接
の
原
因
で
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
名
東
県
か
ら
自
助

社
の
社
則
を
上
申
さ
れ
た
内
務
省
は
、
そ
の
社
則
の
内
容
か
ら
自
助
社
の
動
き

に
大
き
な
不
安
を
覚
え
、
社
則
の
内
容
の
一
部
修
正
を
名
東
県
へ
命
じ
て
行
わ

せ
る
と
共
に
、
国
貞
を
特
派
し
て
県
当
局
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
せ
た
も
の
と
推

察
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後
、
た
ま
た
ま
通
諭
書
事
件
が
勃
発
、
国
貞
は

内
務
省
か
ら
そ
の
処
理
を
任
か
さ
れ
、
事
に
当
つ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
自
助
社
「
法
則
」
に
ょ
る
と
、
社
の
組
織
は
社
員
会
議
と
法
律
講
究
所
が
中

心
で
あ
る
。
両
者
共
に
そ
の
役
員
の
撰
出
は
す
べ
て
公
撰
で
あ
る
が
、
自
助
社

が
自
由
民
権
の
政
社
で
あ
る
か
ら
に
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
つ
た
と
い
え
よ

う
。
社
員
会
議
に
関
す
る
「
会
議
条
例
」
は
、
微
に
入
り
細
に
亘
つ
て
の
規
定

で
あ
る
こ
と
が
め
だ
つ
Q

　
し
か
し
、
社
員
会
議
と
法
律
講
究
所
の
実
際
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
、
現

　
　
　
　
明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
社
則

在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
余
り
多
く
の
こ
と
は
わ
か
つ
て
い
な
い
Q

　
社
員
会
議
が
関
与
し
た
も
の
と
し
て
、
は
つ
き
り
と
判
明
し
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

明
治
十
一
年
九
月
十
五
日
発
表
の
廃
社
に
関
す
る
議
案
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

か
七
年
九
月
五
日
付
の
古
賀
権
令
宛
の
「
徴
兵
之
儀
二
付
伺
」
、
八
年
三
月
二

十
三
目
付
の
同
じ
く
古
賀
権
令
宛
の
「
区
戸
長
撰
任
宜
シ
ク
公
撰
二
附
ス
ヘ
キ

　
　
（
2
1
）

ノ
議
」
が
、
社
員
会
議
の
所
産
で
あ
る
と
、
推
測
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
法
律

講
究
所
の
活
動
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
前
に
引
用
し
た
新
居
口
供
書
が
唯
一

の
も
の
で
あ
る
。

　
将
来
、
徳
島
地
方
に
お
い
て
、
社
員
会
議
と
法
律
講
究
所
関
係
の
新
史
料
が

出
現
す
る
こ
と
を
切
に
期
待
し
て
止
ま
な
い
。

　
（
1
）
　
拙
稿
「
阿
波
自
助
社
『
通
諭
書
』
事
件
裁
判
関
係
史
料
」
・
本
誌
第
五
十
五
巻

　
　
八
号
・
昭
和
五
十
七
年
・
八
八
頁
以
下
。

　
（
2
）
　
拙
稿
「
阿
波
自
助
社
『
通
諭
書
』
事
件
と
、
そ
の
裁
判
」
・
手
塚
編
「
近
代
日

　
　
本
史
の
新
研
究
1
」
　
（
北
樹
出
版
・
昭
和
五
十
八
年
）
・
六
頁
以
下
。

　
（
3
）
　
例
え
ば
明
治
八
年
三
月
の
淡
路
分
社
の
開
設
宣
言
文
、
同
年
四
月
の
「
立
憲
政

　
　
体
樹
立
の
詔
」
に
対
す
る
自
助
社
の
祝
辞
な
ど
は
、
そ
の
全
文
を
覆
刻
、
紹
介
し
た

　
　
（
拙
稿
・
前
掲
そ
の
裁
判
・
前
掲
近
代
日
本
史
の
新
研
究
互
二
二
頁
ー
一
四

　
　
頁
、
一
五
頁
－
一
六
頁
）
。
ま
た
、
淡
路
分
社
有
志
が
、
名
東
県
の
古
賀
権
令
へ
提

　
　
出
し
た
「
区
戸
長
公
撰
の
義
建
言
」
　
（
明
治
八
年
六
月
）
は
、
そ
の
存
在
を
指
摘
し

　
　
て
お
い
た
（
前
掲
書
・
一
四
頁
）
。
な
お
、
こ
の
建
言
は
、
　
「
淡
路
地
方
史
研
究
」
第

　
　
十
七
号
（
今
秋
発
行
予
定
）
に
寄
せ
た
拙
稿
「
阿
波
自
助
社
の
淡
路
分
社
に
関
す
る

　
　
新
史
料
」
の
中
に
、
全
文
を
覆
刻
、
紹
介
し
た
。

　
（
4
）
　
井
上
の
願
書
を
、
名
東
県
が
な
ぜ
三
ヵ
月
間
も
保
留
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
は

　
　
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
社
則
の
類
ま
で
内
務
省
へ
上
申
す
べ
ぎ
か
ど
う
か
を
迷

　
　
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
三
月
二
十
八
日
に
名
東
県
が
自
助
社
の
社
則
を
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
（
一
五
四
じ
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明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
社
則

　
務
省
へ
進
達
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
名
東
県
歴
史
」
（
徳
島
県
立
図
書
館
蔵
）
第

　
三
巻
に
「
明
治
八
年
三
月
廿
八
日
、
阿
波
国
徳
島
士
族
井
上
商
格
等
数
名
ノ
会
社
規

　
則
ヲ
進
達
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
も
判
明
し
て
い
た
が
、
そ
の

　
「
会
社
規
則
」
の
内
容
が
全
く
わ
か
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
拙
稿
・
前
掲
そ
の
裁
判
・
前
掲
近
代
日
本
史
の
新
研
究
∬
・
九
頁
。

（
6
）
　
（
7
）
　
拙
稿
・
前
掲
裁
判
関
係
史
料
・
本
誌
第
五
十
五
巻
八
号
・
一
〇
四
頁
。

（
8
）
　
「
徳
島
市
史
」
第
二
巻
・
昭
和
五
十
一
年
・
四
七
四
頁
。

（
9
）
　
自
助
社
の
「
結
社
御
届
」
　
（
明
治
七
年
八
月
三
日
）
に
も
「
寺
島
八
十
五
番
之

　
十
七
番
地
、
賀
川
純
一
宅
借
受
時
々
集
会
仕
候
」
と
あ
る
（
前
掲
徳
島
市
史
第
二
巻

　
・
四
七
三
頁
）
。

（
1
0
）
　
こ
の
場
所
が
、
現
在
の
何
処
に
当
る
の
か
、
徳
島
地
方
郷
土
史
家
の
御
示
教
を

　
待
ち
た
い
。

（
11
）
　
期
成
学
校
と
い
う
の
は
、
明
治
七
年
五
月
一
日
に
開
校
さ
れ
た
師
範
学
校
で
、

　
「
師
範
期
成
学
校
」
、
「
師
範
期
成
校
」
、
「
期
成
学
校
」
、
「
徳
島
師
範
期
成
学
校
」
な

　
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
名
称
で
呼
ば
れ
、
八
年
十
一
月
二
十
日
、
名
東
県
師
範
学
校
と
改

　
称
さ
れ
た
（
徳
島
大
学
教
育
学
部
同
窓
会
編
「
教
学
百
年
」
・
昭
和
四
十
九
年
・
五

　
一
頁
－
五
二
頁
、
六
一
頁
）
。
場
所
は
西
の
丸
旧
藩
校
長
久
館
の
跡
で
、
長
久
館

　
の
剣
道
場
を
教
室
、
西
の
丸
の
書
院
を
講
堂
と
し
て
い
た
（
前
掲
書
・
五
四
頁
）
。
自

　
助
社
社
員
会
議
は
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
開
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
12
）
　
羊
我
山
人
（
飯
田
義
資
）
　
「
井
上
高
格
小
伝
」
・
徳
島
市
民
文
化
第
二
号
・

　
一
二
頁
i
ニ
ニ
頁
。

（
1
3
）
　
前
掲
徳
島
市
史
第
二
巻
・
四
七
四
頁
－
四
七
五
頁
。

　　　　　　　　　　　　　

17　16　15　14
）　　　）　　　）　　　）

羊
我
・
前
掲
井
上
伝
・
徳
島
市
民
文
化
第
二
号
・
一
三
頁
。

前
掲
徳
島
市
史
第
二
巻
・
四
七
五
頁
。

拙
稿
・
前
掲
裁
判
関
係
史
料
・
本
誌
第
五
十
五
巻
八
号
二
〇
二
頁
。

拙
稿
・
前
掲
そ
の
裁
判
・
前
掲
近
代
日
本
史
の
新
研
究
1
・
二
一
頁
－
一
二
一

五
六
　
　
（
一
五
四
二
）

　
頁
。

（
1
8
）
前
掲
書
二
＝
頁
。

（
1
9
）
　
前
掲
徳
島
市
史
第
二
巻
・
四
七
七
頁
。

（
2
0
）
　
明
治
七
年
九
月
十
一
日
・
徳
島
新
聞
。

（
2
1
）
　
明
治
八
年
四
月
第
八
号
・
徳
島
新
聞
。
徳
島
新
聞
は
、
故
後
藤
捷
一
氏
の
蔵
書

　
で
あ
つ
た
が
、
現
在
は
四
国
女
子
大
学
が
凌
雷
文
庫
と
し
て
所
蔵
し
て
い
る
。
私
は

　
同
大
学
に
お
ら
れ
た
高
橋
啓
氏
（
現
在
は
鳴
戸
教
育
大
学
）
の
御
好
意
で
そ
れ
を
利

　
用
し
た
。
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

＊

＊

＊

　
　
　
　
「
太
政
類
典
第
二
編
第
三
三
五
巻
・
民
法
六
・
財
産
」

　
　
　
　
所
載
・
自
助
社
社
則
関
係
史
料
（
明
治
八
年
）

　
　
　
　
　
内
務
省
上
陳

　
今
般
名
東
県
管
下
士
族
井
上
高
格
等
結
社
ノ
儀
二
付
別
紙
ノ
通
申
出
候
処
社

則
中
第
四
五
六
条
ノ
廉
々
行
政
上
二
渉
リ
不
都
合
二
付
右
刷
除
ノ
上
差
許
不
苦

段
指
令
致
シ
候
間
別
紙
相
添
此
段
上
陳
仕
候
也
七
月
九
日

　
　
　
　
　
名
東
県
伺

　
当
県
貫
属
士
族
井
上
高
格
等
数
名
同
志
ノ
者
共
申
合
法
律
講
究
並
新
聞
紙
縦

覧
所
等
取
設
度
旨
昨
年
八
月
届
出
為
試
開
業
為
致
候
所
今
般
別
紙
ノ
通
規
則
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
文
の
ま
ま
）

立
願
出
候
間
何
分
ノ
御
指
令
二
御
指
令
相
成
度
此
段
相
伺
候
也
三
月
廿
八
日

自
助
社
総
代
井
上
高
格
願
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昨
明
治
七
年
八
月
私
共
ヨ
リ
本
社
開
創
ノ
義
御
届
仕
爾
来
第
一
大
区
二
小
区

船
場
町
五
丁
目
七
十
八
番
地
二
於
テ
全
志
集
合
法
律
講
究
ヲ
始
事
務
取
扱
罷
在

候
随
テ
自
今
別
冊
法
則
書
ノ
通
取
行
申
度
候
二
付
此
段
奉
願
上
候
也
一
月

　
　
自
助
社
法
則

　
　
　
　
　
結
社
大
意

　
天
ノ
斯
民
ヲ
生
ス
ル
ヤ
必
ス
貴
賎
ノ
別
ナ
ク
均
ク
之
二
賦
ス
ル
ニ
通
義
権
理

ヲ
以
テ
ス
斯
通
義
権
理
ナ
ル
者
ハ
即
チ
人
間
本
然
ノ
性
ニ
シ
テ
人
力
ノ
以
テ
之

ヲ
移
奪
ス
ル
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
実
二
至
貴
至
重
ノ
天
賜
ナ
リ
此
天
賜
ヲ
保
有
セ

γ
ト
欲
セ
ハ
必
ス
自
ラ
脩
メ
自
ラ
立
ノ
義
務
ヲ
尽
シ
人
々
不
轟
独
立
ノ
地
位
二

至
ル
ヲ
期
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
抑
我
邦
中
古
封
建
ノ
余
習
未
タ
全
ク
除
セ

ス
人
民
只
其
政
府
二
依
頼
ス
ル
ノ
過
甚
ナ
ル
ヨ
リ
徒
ラ
ニ
政
府
ノ
善
良
ナ
ラ
サ

ル
ヲ
責
ム
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
所
謂
ル
国
ハ
人
民
ノ
反
射
ノ
光
ニ
シ
テ
国
ノ
富
強
ナ

ル
モ
貧
弱
ナ
ル
モ
皆
人
民
品
行
ノ
良
否
二
関
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
モ
ノ
多
シ

是
レ
皆
本
分
ノ
通
義
権
理
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
知
ラ
サ
レ
ハ
ナ
リ
故
二
我
輩
妾
二
感

ス
ル
所
ア
リ
テ
将
一
二
社
ヲ
結
ヒ
同
志
相
会
ン
筍
ク
モ
人
民
二
益
シ
政
治
二
補

ア
ル
モ
ノ
法
律
ヲ
始
メ
諸
般
ノ
事
務
二
至
ル
迄
講
究
合
議
シ
共
二
与
二
自
ラ
脩

メ
自
ラ
立
チ
以
テ
天
賜
ノ
通
義
権
理
ヲ
保
全
ス
ル
所
以
ノ
道
ヲ
拡
充
シ
終
二
彼

欧
米
各
国
開
明
ノ
民
ト
共
二
立
テ
擁
ル
コ
ト
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
我
帝
国
ヲ
シ
テ

宇
内
各
国
ト
対
峙
屹
立
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
企
望
ス
ル
ナ
リ
然
レ
ト
モ

此
僅
々
社
員
ノ
能
ク
及
フ
所
二
非
ス
諸
君
幸
二
此
志
ヲ
全
フ
セ
ハ
相
与
二
勉
強

忍
耐
シ
テ
此
二
従
事
セ
ン
コ
ト
是
深
ク
諸
君
二
望
ム
所
ナ
リ

　
　
　
明
治
七
年
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
助
社

明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
社
則

　
　
　
　
　
自
助
社
法
則

第
一
条
本
社
ヲ
名
ケ
テ
自
助
社
ト
ス

第
二
条
社
務
ヲ
支
分
シ
テ
三
項
ト
ス

　
　
　
社
員
会
議

　
　
　
法
律
講
究

　
　
　
新
聞
広
布

　
第
一
章
社
員
会
議
ハ
毎
月
両
度
第
一
大
区
一
小
区
期
成
校
ヲ
借
リ
用
ヒ
テ

　
　
開
場
ス

　
第
二
章
第
一
大
区
二
小
区
船
場
町
五
丁
目
七
十
八
番
地
ヲ
以
テ
法
律
講
究

　
　
所
ト
シ
及
ヒ
一
社
ノ
事
務
ヲ
調
理
ス

　
第
三
章
　
第
一
大
区
一
小
区
寺
島
橋
ノ
側
二
出
張
所
ヲ
設
ケ
新
聞
縦
覧
所
ト

　
　
ス

第
三
条
　
凡
社
中
ノ
事
務
ハ
総
テ
社
員
協
同
合
議
決
ヲ
多
数
二
取
リ
一
人
一
己

　
ノ
論
ナ
ク
一
団
ノ
社
論
ヲ
以
テ
之
ヲ
施
行
ス
故
二
至
公
至
平
ノ
心
ヲ
以
テ
各

　
意
見
ノ
艦
底
ヲ
尽
シ
退
テ
後
言
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事

第
四
条
　
政
府
ヨ
リ
施
行
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
果
シ
テ
時
勢
二
恰
当
シ
人
心
二
適
切

　
ス
ル
ヤ
否
ヲ
講
究
弁
論
シ
若
シ
其
民
権
ヲ
屈
擁
シ
或
ハ
物
情
二
関
ス
ル
モ
ノ

　
聾
ヒ
新
二
人
民
ヨ
リ
憲
法
民
法
上
二
就
テ
其
創
定
ヲ
乞
ハ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
等

　
ノ
事
ア
ラ
ハ
必
ス
社
中
協
議
シ
テ
其
可
否
ヲ
決
シ
然
ル
後
直
二
之
ヲ
政
府
二

　
上
申
建
白
ス
ル
事

第
五
条
　
凡
人
民
間
新
二
物
産
ヲ
興
ス
欽
何
事
ニ
ヨ
ラ
ス
国
家
ノ
幸
福
ヲ
図
ラ

　
ン
ト
シ
テ
其
旨
趣
ヲ
政
府
二
上
告
ス
ル
モ
情
実
暢
達
セ
サ
ル
等
ノ
如
キ
本
社

　
二
就
テ
其
事
理
ヲ
協
議
ス
ル
者
ア
ル
時
ハ
其
旨
ヲ
丁
寧
二
判
断
シ
其
情
実
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
（
一
五
四
三
）
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明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
社
則

　
暢
達
ヲ
助
ク
ル
事

第
六
条
　
政
府
ヨ
リ
施
行
ス
ル
所
ノ
者
全
ク
人
民
ノ
幸
益
ヲ
慮
ル
ノ
意
二
在
ル

　
ヲ
人
民
其
事
理
ヲ
弁
セ
ス
切
リ
ニ
苦
情
ヲ
唱
へ
一
郡
一
国
ノ
安
危
二
関
ス
ル

　
等
ノ
事
ア
ル
ト
キ
ハ
何
処
二
拘
ラ
ス
社
員
ノ
内
派
出
シ
テ
之
ヲ
丁
寧
二
説
諭

　
弁
解
シ
人
々
相
親
受
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
尽
シ
尽
サ
シ
ム
ル
事

第
七
条
　
凡
人
民
ノ
公
裁
ヲ
仰
ク
訴
訟
ノ
曲
直
其
当
ヲ
得
ル
ト
ス
不
得
ト
ハ
大

　
二
人
民
ノ
権
利
二
関
ス
故
二
赤
貧
或
ハ
魯
愚
ニ
シ
テ
其
事
理
ヲ
上
告
ス
能
ハ

　
ス
又
或
ハ
他
人
ノ
為
二
墾
蔽
圧
抑
セ
ラ
レ
願
意
通
暢
シ
カ
タ
キ
老
代
言
代
書

　
等
ノ
嘱
託
ア
ラ
ハ
社
中
協
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
担
負
ス
ヘ
キ
事

　
　
　
　
　
会
議
条
例

第
一
条
期
成
校
ヲ
借
リ
用
ヒ
テ
会
席
ト
ス

第
二
条
会
頭
一
人
ハ
社
中
ノ
投
票
ヲ
以
テ
其
多
数
二
決
ス
ベ
シ

　
　
但
副
会
頭
一
人
モ
亦
之
ヲ
公
撰
ス
ヘ
シ

第
三
条
　
幹
事
四
人
モ
亦
之
ヲ
公
撰
ス
ヘ
シ

第
四
条
　
書
記
役
四
人
モ
亦
之
ヲ
公
撰
ス
ヘ
シ

第
五
条
　
社
中
一
同
ヲ
以
テ
会
員
ト
ス

　
　
但
人
員
多
数
ニ
シ
テ
会
席
二
容
ル
』
能
ハ
サ
ル

　
　
時
ハ
代
議
人
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
議
ス
ヘ
シ

第
六
条
　
役
員
ハ
総
テ
一
年
在
職
シ
毎
年
十
二
月
之
ヲ
更
撰
ス
ヘ
シ

　
　
但
在
職
ノ
限
月
最
初
一
度
ハ
六
ケ
月
目
二
全
員
ノ
半
ヲ
更
撰
シ
残
ル
者
ハ

　
抽
籔
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
七
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
一
五
四
四
）

第
一
章
会
頭
ハ
毎
会
必
ラ
ス
出
席
シ
テ
会
員
ヲ
整
斉
シ
会
席
ノ
事
務
ヲ
管

　
理
シ
書
記
役
ト
共
二
会
計
簿
二
調
印
ス
ヘ
シ

第
二
章
　
会
頭
ハ
会
員
ヲ
シ
テ
精
密
二
評
議
セ
シ
ム
ル
ヲ
主
ト
シ
決
ノ
議
事

　
二
就
テ
意
見
ヲ
陳
シ
又
ハ
票
ヲ
投
ス
ヘ
カ
ラ
ス
若
シ
弁
論
セ
ン
ト
欲
セ
ハ

　
副
会
頭
ヲ
シ
テ
其
席
ヲ
充
タ
シ
メ
会
員
ノ
列
二
入
ル
ヘ
シ

　
　
但
会
員
ノ
投
票
可
否
平
均
ナ
ル
時
ハ
決
票
ヲ
投
ス
ヘ
シ

第
三
章
　
副
会
頭
ハ
会
頭
ヲ
輔
佐
シ
テ
会
席
ノ
事
務
ヲ
管
理
シ
或
ハ
其
代
理

　
タ
ル
ノ
権
ア
リ

第
四
章
　
幹
事
ハ
会
頭
ヲ
助
ケ
テ
会
席
ノ
事
務
ヲ
管
理
シ
若
シ
副
会
頭
欠
席

　
ノ
時
ハ
之
二
代
ル
ノ
権
ア
リ

　
　
但
弁
論
投
票
ノ
事
ハ
尋
常
会
員
ト
同
一
タ
ル
ヘ
シ

第
五
章
書
記
役
ハ
毎
会
出
席
シ
テ
会
頭
ノ
傍
二
在
リ
議
案
ヲ
続
ミ
上
ケ
議

　
事
ノ
顛
末
論
者
ノ
姓
名
ヲ
委
シ
ク
簿
冊
二
記
シ
及
ヒ
会
席
一
切
ノ
経
費
出

　
納
ノ
事
ヲ
掌
リ
其
他
会
頭
ノ
命
ニ
ヨ
リ
記
録
ノ
事
ヲ
主
管
ス
ヘ
シ

　
　
但
四
人
ノ
内
交
番
ヲ
以
テ
ニ
人
其
事
務
ヲ
管
シ
他
ノ
ニ
人
ハ
尋
常
会
員

　
　
ノ
列
二
入
ル
ヘ
シ

第
六
章
　
会
員
ハ
毎
会
出
席
ノ
時
必
ス
出
席
簿
二
其
姓
名
ヲ
自
記
ス
ヘ
シ
若

　
シ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ノ
事
故
ア
リ
テ
欠
席
ス
ル
者
ハ
必
ス
其
子
細
ヲ
速
二
会

　
頭
二
報
ス
ヘ
シ

　
　
但
欠
席
ノ
案
内
ナ
キ
カ
或
ハ
一
己
勝
手
ヲ
以
テ
出
席
セ
サ
ル
コ
ト
連
々

　
　
三
度
二
及
フ
モ
ノ
ハ
社
中
ノ
名
ヲ
除
ク
事

第
七
章
　
会
員
ハ
前
会
二
決
議
シ
タ
ル
問
題
目
二
付
テ
必
存
意
ヲ
議
案
二
造

　
リ
及
ヒ
何
事
二
拘
ラ
ス
存
意
ア
レ
ハ
亦
之
ヲ
議
案
二
造
リ
会
席
二
出
可
シ
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但
議
案
ハ
其
存
意
ヲ
達
ス
ル
カ
為
ナ
レ
ハ
文
字
ノ
巧
拙
二
拘
ラ
ス
銘
々

　
　
　
必
ス
書
取
ニ
シ
テ
出
ス
ヘ
シ

第
八
条

　
第
一
章
別
段
ノ
案
内
ナ
ケ
レ
ハ
毎
月
第
一
第
三
ノ
日
曜
目
午
前
九
時
二
出

　
　
席
九
時
半
ヨ
リ
午
後
五
時
マ
テ
ヲ
限
ト
ス

　
第
二
章
会
席
ハ
一
同
椅
子
ニ
ヨ
ル
ヘ
シ

　
第
三
章
　
定
目
ノ
外
タ
リ
ト
モ
三
分
ノ
一
以
上
ノ
会
員
ノ
所
望
ア
レ
ハ
会
頭

　
　
臨
時
会
ヲ
催
ス
ヘ
シ

　
第
四
章
　
会
員
ノ
外
タ
リ
ト
モ
紹
介
人
ア
リ
テ
傍
聴
セ
ソ
コ
ト
ヲ
乞
フ
者
ハ

　
　
之
ヲ
許
ス

　
第
五
章
　
会
席
一
切
ノ
経
費
ハ
毎
月
清
算
シ
会
員
分
担
シ
テ
之
ヲ
支
給
ス
ヘ

　
　
シ

第
九
条

　
第
一
章
凡
ソ
此
会
席
二
出
ル
者
ハ
貴
賎
老
弱
ヲ
問
ハ
ス
各
自
同
一
ノ
権
ア

　
　
ル
ヘ
シ

　
第
二
章
発
言
者
ハ
必
ス
立
テ
其
説
ヲ
述
フ
ヘ
シ

　
　
　
但
同
意
ノ
者
ハ
直
二
立
テ
陪
言
ス
ヘ
シ

　
第
三
章
　
二
人
以
上
立
テ
弁
論
セ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
会
頭
其
立
ツ
コ
ト
早
キ
ト

　
　
見
認
ル
者
一
人
ヲ
シ
テ
先
ッ
之
ヲ
弁
論
セ
シ
メ
暫
ク
他
ノ
一
名
ヲ
待
タ
シ

　
　
ム
ヘ
シ

　
第
四
章
弁
論
者
ハ
其
存
意
ヲ
会
頭
二
向
フ
テ
述
フ
可
シ

　
第
五
章
　
一
箇
条
ノ
存
意
ヲ
弁
論
ス
ル
間
ハ
更
二
他
ノ
存
意
ヲ
陳
ス
ル
ヲ
許

　
　
サ
ス

　
　
　
明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
社
則

第
六
章
　
決
議
ヲ
取
ル
ニ
ハ
会
員
ヲ
シ
テ
可
否
ノ
票
ヲ
投
セ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
但
兼
テ
各
会
員
可
否
札
ヲ
渡
シ
置
ク
ヘ
シ

第
七
章
　
何
事
二
拘
ラ
ス
決
議
投
票
ノ
前
ニ
ハ
会
頭
必
ス
会
員
二
向
テ
其
議

　
論
ノ
主
意
ヲ
解
シ
タ
ル
ヤ
否
ヲ
聞
糺
ス
ヘ
シ

第
八
章
　
毎
会
々
頭
会
員
ヨ
リ
次
会
ノ
問
題
目
ヲ
出
サ
シ
メ
其
内
予
メ
一
題

　
ヲ
決
シ
置
ヘ
シ

第
九
章
　
会
員
タ
ル
者
ハ
何
人
二
拘
ラ
ス
会
頭
ノ
許
可
ヲ
待
タ
ス
シ
テ
随
意

　
二
席
二
換
へ
或
ハ
私
二
談
話
ス
ル
ヲ
許
サ
ス

　
　
　
　
　
法
律
講
究
所
規
則

第
一
条
凡
社
ハ
毎
日
四
月
ヨ
リ
九
月
マ
テ
ハ
午
前
八
時
ヨ
リ
午
後
二
時
マ
テ

　
十
月
ヨ
リ
三
月
マ
テ
ハ
午
前
九
時
ヨ
リ
午
後
三
時
迄
ヲ
出
頭
ノ
時
限
ト
ス

　
　
但
一
六
ノ
日
ヲ
以
テ
休
社
ト
定
ム

第
二
条
毎
日
退
社
前
二
時
間
ヲ
以
テ
諸
書
ノ
輪
続
講
究
ノ
時
限
ト
ス

第
三
条
　
社
員
ノ
中
ヨ
リ
左
ノ
役
員
ヲ
公
撰
シ
法
律
講
究
所
ノ
事
務
ヲ
管
理
セ

　
シ
ム

社
　
長

副
社
長

庶
務
役

出
納
役

書
記
役

二一四欠一
名名名員名

第
四
条
　
社
長
ハ
本
社
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
括
シ
社
員
ヲ
監
督
シ
社
員
ヨ
リ
具
申

　
ス
ル
事
務
ハ
之
ヲ
審
案
シ
テ
決
判
取
舎
ス
ル
権
ヲ
有
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
一
五
四
五
）
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明
治
八
年
・
阿
波
「
自
助
社
」
社
則

　
　
但
副
社
長
ヲ
置
キ
社
長
ヲ
輔
翼
シ
事
務
ヲ
管
理
シ
及
ヒ
社
長
ノ
代
理
ヲ
為

　
　
ス
ヲ
掌
ル
故
二
其
責
任
亦
タ
社
長
二
亜
ク

第
五
条
　
社
員
ノ
進
退
ハ
社
中
ノ
入
札
二
依
ル
ト
錐
モ
本
社
ノ
盛
衰
社
長
其
責

　
二
任
ス
ル
ヲ
以
テ
常
二
其
能
否
勤
惰
ヲ
監
別
シ
テ
之
ヲ
進
退
ス
ル
ヲ
発
議
ス

　
ル
ノ
権
ヲ
有
ス

第
六
条
　
庶
務
役
ハ
社
長
二
従
テ
本
社
内
外
ノ
庶
務
ヲ
担
当
管
理
シ
常
二
噸
社

　
ヲ
検
束
ス
ル
コ
ト
ニ
注
意
シ
其
責
二
任
ス
ヘ
シ

第
七
条
　
出
納
役
ハ
本
社
一
切
ノ
経
費
出
納
ノ
事
ヲ
掌
ル

　
　
但
社
中
定
額
外
ノ
経
費
ハ
社
中
ノ
協
議
二
決
ス
ル
コ
ト

第
八
条
　
出
納
役
ハ
出
納
ノ
度
毎
社
長
二
申
告
シ
テ
其
検
印
ヲ
取
リ
置
月
末
二

　
其
総
計
表
ヲ
造
リ
社
中
二
公
告
ス
ヘ
シ

第
九
条
　
書
記
役
ハ
本
社
一
切
ノ
記
録
ヲ
編
輯
シ
書
籍
ヲ
主
管
シ
他
ノ
往
復
等

　
ノ
文
書
ヲ
掌
リ
及
ヒ
毎
日
社
員
ノ
出
席
欠
席
並
二
社
務
ノ
撮
要
ヲ
日
記
二
記

　
載
ス
ヘ
シ

第
十
条
　
役
員
在
職
ハ
各
一
年
ヲ
期
ト
シ
毎
年
二
月
之
ヲ
更
撰
ス
ヘ
シ

　
　
但
満
期
ノ
後
再
ヒ
撰
ハ
レ
テ
役
員
ト
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

六
〇
　
　
（
一
五
四
六
）

　
サ
シ
ム

第
四
条
　
本
社
ノ
法
則
ハ
社
中
一
同
ノ
協
議
二
決
定
ス
ル
ニ
非
レ
ハ
之
ヲ
変
革

　
ス
ル
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス

後
記
　
本
稿
起
草
に
際
し
て
は
、
徳
島
県
立
図
書
館
の
筆
田
浩
資
氏
に
種
々

　
御
配
慮
を
賜
つ
た
。
そ
の
学
恩
を
謝
す
。
　
（
三
月
＋
五
日
稿
）

追
記
　
徳
島
県
出
版
文
化
協
会
の
湯
浅
良
幸
氏
の
御
示
教
に
ょ
る
と
当
時
の

　
船
場
町
五
丁
目
七
十
八
番
地
は
、
現
在
は
阿
波
銀
行
本
店
の
敷
地
内
に
な

　
つ
て
い
る
由
Q
そ
の
御
教
示
を
謝
す
Q
　
（
七
月
＋
日
）

60

　
　
　
　
　
一
般
規
則

第
一
条
新
二
入
社
ヲ
乞
フ
者
ハ
其
旨
ヲ
会
頭
二
報
シ
社
員
名
簿
二
其
姓
名
ヲ

　
（
ま
ま
）

　
目
記
シ
テ
調
印
ス
ヘ
シ

第
二
条
何
人
二
限
ラ
ス
法
律
ヲ
講
究
セ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
者
ハ
講
究
所
二
出

　
席
ス
ヘ
シ

第
三
条
社
員
ノ
中
法
則
二
背
ク
者
ア
ル
時
ハ
協
議
ヲ
以
至
当
ノ
過
怠
料
ヲ
出


